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浄
化
槽
使
用
料
の
改
定
方
針

を
報
告

下
水
道
使
用
料
と
の
整
合
性
を
図
る

裏
面
→
第
７
回
地
域
協
議
会
の
概
要

地
域
自
治
区
の
５
年
間
延

長
を
報
告
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地
域
協
議
会
で
は
、
平
成
２
６
年
の

１
２
月
か
ら
、
「
地
域
自
治
区
の
今
後

に
つ
い
て
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
自
主
研

修
な
ど
で
協
議
を
重
ね
、
集
約
し
た
意

見
を
平
成
２
７
年
８
月
４
日
に
「
地
域

自
治
区
に
関
す
る
意
見
書
」
と
し
て
市

長
に
提
出
し
て
お
り
ま
し
た
。

　
意
見
書
で
は
、
引
き
続
き
地
域
の
声

を
施
策
に
生
か
す
体
制
を
維
持
す
る
こ

と
と
し
て
、
地
域
自
治
区
の
設
置
期
間

延
長
を
求
め
て
お
り
ま
し
た
。

　
市
は
こ
の
意
見
書
を
尊
重
し
、
同
年

９
月
に
設
置
期
間
を
延
長
す
る
方
針
を

表
明
。
延
長
す
る
期
間
に
つ
い
て
は
、

地
域
協
議
会
の
審
議
事
項
と
な
っ
て
い

る
新
市
建
設
計
画
の
計
画
期
間
に
合
わ

せ
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
設
置
期
間
の
延
長
に
よ
り
、
地

域
自
治
区
で
は
、
地
域
の
課
題
や
ま
ち

づ
く
り
な
ど
に
つ
い
て
話
し
合
う
地
域

協
議
会
と
地
域
自
治
区
の
事
務
所
で
あ

る
二
ツ
井
地
域
局
を
存
続
し
、
住
所
表

示
に
は
、
引
き
続
き
「
二
ツ
井
町
」
の

名
称
を
冠
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

地

域

協

議

会

だ

よ

り

☆

☆

　
平
成
２
７
年
度
第
６
回
地
域
協
議
会
は
、
１
２
月
２
５
日
（
金
）
午
後

４
時
か
ら
二
ツ
井
伝
承
ホ
ー
ル
で
開
か
れ
、
地
域
自
治
区
の
設
置
期
間
に

つ
い
て
の
報
告
な
ど
５
件
の
案
件
に
つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
。

　
概
要
は
次
の
と
お
り
（
第
７
回
地
域
協
議
会
概
要
は
裏
面
掲
載
）
。

設
置
期
間
は

　
平
成
３
３
年
３
月
３
１
日
ま
で

　
平
成
１
８
年
の
旧
能
代
市
と
旧

二
ツ
井
町
の
合
併
時
に
旧
二
ツ
井

町
の
区
域
に
設
置
さ
れ
た
地
域
自

治
区
は
、
合
併
か
ら
１
０
年
後
の

平
成
２
８
年
３
月
３
１
日
ま
で
の

設
置
期
間
と
し
て
い
ま
し
た
。

　
市
は
地
域
自
治
区
の
今
後
の
方

向
性
を
検
討
し
、
設
置
期
間
を
平

成
３
３
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
５

年
間
延
長
す
る
こ
と
と
し
て
、
昨

年
１
２
月
の
市
議
会
定
例
会
に
改

正
条
例
案
を
提
出
し
ま
し
た
。

　
改
正
条
例
案
は
可
決
さ
れ
、
市

か
ら
地
域
自
治
区
の
設
置
期
間
延

長
の
決
定
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
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市
町
村
設
置
型
浄
化
槽
使
用
料
に

つ
い
て
は
、
旧
二
ツ
井
町
が
平
成
８

年
度
に
設
定
し
て
か
ら
改
定
さ
れ
て

お
ら
ず
、
使
用
料
で
維
持
管
理
費
が

賄
え
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
引
き
上
げ
を
検
討
す
る
こ
と
が

市
側
か
ら
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　
委
員
側
か
ら
は
、
負
担
金
の
引
き

上
げ
に
続
く
使
用
料
の
引
き
上
げ
に

懸
念
を
示
す
意
見
や
引
き
上
げ
幅
の

見
通
し
に
つ
い
て
の
質
疑
が
あ
り
、

市
側
か
ら
は
、
住
民
負
担
へ
の
配
慮

に
努
め
、
改
定
率
を
抑
え
た
検
討
と

す
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
ほ
か
、
平
成
３
０
年
度
の
開

業
を
目
標
と
し
た
道
の
駅
ふ
た
つ
い

整
備
事
業
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
管
理
運

営
・
施
設
整
備
）
の
報
告
と
地
域
協

議
会
先
進
地
視
察
（
平
成
２
７
年
１

０
月
）
、
地
域
づ
く
り
講
演
会
（
平

成
２
７
年
１
１
月
）
の
ま
と
め
と
し

た
自
主
研
修
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

第 ６ 回 地 域 協 議 会 の 様 子



　
平
成
２
７
年
度
第
７
回
地
域
協
議
会
は
、
２
月
１
０
日
（
水
）
午
後
３

時
か
ら
二
ツ
井
町
庁
舎
で
開
か
れ
、
能
代
市
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
に

つ
い
て
審
議
し
ま
し
た
。

　
概
要
は
次
の
と
お
り
。

　
は
じ
め
に
、
案
件
と
な
る
能
代

市
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
に
つ

い
て
、
策
定
の
趣
旨
等
が
市
側
か

ら
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

 
現
行
の
過
疎
計
画
は
、
２
２
年

度
か
ら
２
７
年
度
ま
で
の
６
年
間

の
計
画
と
な
っ
て
お
り
、
今
回
の

策
定
は
、
２
４
年
の
過
疎
法
の
改

正
に
よ
り
法
の
有
効
期
限
が
３
２

年
度
ま
で
の
５
年
間
延
長
さ
れ
た

こ
と
に
合
わ
せ
、
２
８
年
度
か
ら

３
２
年
度
を
計
画
期
間
と
す
る
こ

と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
計
画
の
策
定
に
よ
り
、
有

利
な
起
債
で
あ
る
過
疎
対
策
事
業

債
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

計
画
期
間
は
２
８
年
度
か
ら
３
２

年
度
ま
で
の
５
年
間

過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画

を
審
議

　
計
画
の
概
要
は
、
基
本
方
針
の

中
で
、
今
住
ん
で
い
る
人
々
が
、

安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が

で
き
、
ま
た
、
暮
ら
し
た
い
と
思

う
人
々
が
暮
ら
せ
る
地
域
と
し

て
、
今
後
も
維
持
さ
れ
て
い
く
こ

と
を
め
ざ
す
と
し
て
い
ま
す
。

　
策
定
項
目
は
、
次
の
９
項
目
。

協議会の様子

１
・
産
業
の
振
興

２
・
交
通
通
信
体
系
の
整
備
、
情

　
　
報
化
、
地
域
間
交
流
の
促
進

３
・
生
活
環
境
の
整
備

４
・
高
齢
者
等
の
保
健
及
び
福
祉

　
　
の
向
上
及
び
増
進

５
・
医
療
の
確
保

６
・
教
育
の
振
興

７
・
地
域
文
化
の
振
興
等

８
・
集
落
の
整
備

９
・
そ
の
他
地
域
の
自
立
促
進
に

　
　
関
し
必
要
な
事
項

　　
こ
れ
ら
の
項
目
に
、
方
針
や
め
ざ

す
姿
や
状
態
・
現
況
と
問
題
点
・
そ

の
対
策
が
盛
り
込
ま
れ
、
該
当
と
な

る
具
体
的
事
業
が
記
載
さ
れ
た
事
業

計
画
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
か
ら
は
、
産
業
の
振
興
に

つ
い
て
は
、
農
業
担
い
手
へ
の
対

策
、
通
信
体
系
の
整
備
で
は
、
光

ケ
ー
ブ
ル
の
整
備
、
教
育
の
振
興

で
は
、
語
学
力
向
上
対
策
、
地
域

文
化
の
振
興
で
は
、
二
ツ
井
公
民

館
の
改
修
・
市
民
体
育
館
の
扱
い

に
つ
い
て
な
ど
の
質
疑
が
あ
り
、

市
側
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
総
合
計
画

実
施
計
画
に
基
づ
い
て
推
進
す
る

事
業
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
、
今
後

新
た
に
過
疎
対
策
事
業
債
の
活
用

が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
追
加

で
掲
載
す
る
旨
の
回
答
が
な
さ
れ

ま
し
た
。

　
ま
た
、
新
規
事
業
は
あ
る
の
か

と
の
質
疑
に
対
し
、
道
の
駅
ふ
た

つ
い
整
備
事
業
が
盛
り
込
ま
れ
た

と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　
審
議
の
結
果
、
原
案
を
承
認
し

ま
し
た
。

活
発
な
質
疑
・
意
見
を
述
べ
る
委
員
の
み
な
さ
ん


